
 

 

 

 

平成３０年６月定例会 

宇土市教育委員会会議録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇土市教育委員会 
 

 

 

 

 

 



１．日  時  平成３０年６月１３日（水） 午前１０時００分 開議 

 

２．場  所  宇土市教育委員会２階会議室 

 

３．出席委員  太田 耕幸教育長 伊豫富久教育長代理 岩村俊明委員    

園田寛子委員  近藤修委員 

 

４．欠席委員  なし 

 

５．職務のために出席した者 

        教育部長 山本 保廣 学校教育課長 渡辺 勇一    

指導主事 前田 至誠 学校教育課課長補佐 岩﨑 広美 

生涯活動推進課長 湯野 淳也 文化課長 野田 恵美 

給食センター所長 村上 伸 図書館長 舟田 武弘 

中央公民館長 久多見さとみ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

議事日程 

  １ 会議録署名委員の指名 

   ２ 会期の決定 

   ３ 議案第５５号 宇土市立小学校および中学校施設の開放に関する規則の一部を

改正する規則について 

   ４ 議案第５６号 宇土市教育支援委員会の委嘱について  

５ 議案第５７号 宇土市スポーツ推進審議会委員の任命について  

６ 議案第５８号 宇土市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

   ７ 議案第５９号 宇土市学校給食専門委員会委員の委嘱について 

   ８ 議案第６０号 宇土市立幼稚園規則の一部を改正する規則について 

 

    

   報告事項 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

日程第１ 

太田教育長      平成３０年６月教育委員会定例会会議を開会いたします。 

      本日は，教育長及び４人の委員全員が出席でありますので，この

会議は成立いたします。 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

太田教育長      本日の会議録署名委員の指名をいたします。 

会議録署名委員に岩村委員・伊豫委員を指名いたします。 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 



太田教育長      本日の６月教育委員会定例会の会期を１日とします。 

御異議ございませんか。 

           （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

太田教育長      異議ないものと認めます。 

本日は，議案６件となっております。 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

太田教育長      それでは議案第５５号を議題といたします。本案について，学校

教育課長から説明願います。 

学校教育課長      （提案理由説明） 

太田教育長      これまでは学校の方で使用料を収めていたが，学校には金庫も無

いしお金を保管できないということで，教育委員会に提出し，振

込を行っていただくということになった。校長先生から施設開放

の届け等は教育委員会でとの要望があり，規則の改正を行った。 

（質疑） 

近藤委員       ９条のところは直接教育委員会に様式１号を渡すやり方なのか？ 

学校教育課長     使用状況は学校で確認していただいて，確認を得て提出してもら

う。 

近藤委員       学校から教育委員会に書類があがってくるということか？ 

学校教育課      利用する人が直接教育委員会に提出する。 

近藤委員       施設を利用する人は学校へ電話で聞くか直接出向くかし，空き状

況を見て教育委員会に書類を提出するということか？ 

岩村委員       学校施設の利用については校長に委任されている部分があると思

う。政治的なものに利用する場合などは？許可は全部教育委員会

が許可することになるのか？ 

教育部長       そうである。学校は空き状況を見るのみになる。空いている場合

は教育委員会で管理をお願いするということになる。それは学校

からの要望であった。 

太田教育長      これまで，学校の方で施設の貸し出しの手続き及び使用料の徴収

を行っていた。第一に学校行事を優先する，学校行事がないとき

に貸出しを行う。ということを行っていましたが，校長会から要

望で，「お金の徴収は本来事務の先生が行うべきではない」とい

うことで教育委員会が行うということになった。ただ学校の行事

等の確認をしていただいて，借りていただくことを表している。 

伊豫委員       ２つ例を出します。旧不知火町の教育委員会時に月１回の調整会

を町の体育館で行っていた。学校の行事は緊急に入ってくる場合

があることを了承のうえで申込みを行う。花園小学校も月1回の調

整会を開いており，市費職員の非常勤の方が担当されていた。そ

の方が毎日来ていたため，学校の事務の先生は何もしていない。 



           学校の事務の先生がお金を取り扱うことはおかしいが，誰が使用

の承認をするか？ということでいうと，学校から確認を得て教育

委員会が許可すると申請は7日前でいいのか？7日を超える場合が

あると思う。やはり，学校長の確認ではなく承認にした方がいい

のではないか？利用する側も確認は学校でお金は別のところでと

いうよりは，一緒にした方がやりやすい。市の職員がいれば一番

いいと思う。今日使用したいという場合はどうなるか？空いてい

たら許可するのか？ 

園田委員       結局は学校長が空いているということを確認するのは承認するこ

とになると思う。確認という言葉は承認になるのではないか？ 

           それでないと，確認して教育委員会の許可を待つという形になる

と利用者としては学校で承認してもらった方がいいのでは。 

太田教育長      確認というのは承認と同じことだと思う。お金は教育委員会で徴

収するということである。 

教育部長       だが，許可は教育委員会で行う。あくまでも社会教育という立場

で許可をするという意味で。 

太田教育長      規則で貸し出しを行うのは教育委員会という文言がある。その規

則があるのに学校が許可をするかという校長会からの要望があり，

規則の改正に至った。学校が終わった施設の貸し借りは教育委員

会が行うということになっている。だが，現在は学校で事務を行

っている。またお金も取り扱っている。それを教育委員会でやっ

てもらいたいという要望があって，変更となった。ただ文言につ

いて色々な解釈があり，確認を承認が同じでないか？という意見

がでている。 

伊豫委員       校長の承認を得て教育委員会が許可を出すということでいいので

は？あとはお金の問題である。使用料は教育委員会事務局に収め

るということにしてはどうか？市の体育館や武道館とは性質が違

う。学校は臨時で学校の行事等使用する場合がある。煩雑になっ

てくると思う。 

岩村委員       私も，使用料については教育委員会に収める。学校の確認を得て

という部分は校長に委任するということにしてはどうか？ 

園田委員       許可や徴収は教育委員会がするが，何かあった場合は学校長がす

ると思う。確認でもいいと思うが。 

太田教育長      先ほど規則があると言ったが，第２条を取り上げて校長会から要

望された。責任は放課後の開放については全部教育委員会でする

ということになっている。教育委員会ですべてをしてくださいと

いうことになっている。 

伊豫委員       学校がもっと責任を負うべきだと思う。夜間開放をして，臨時で



使用するようになったときに例えば，保護者会や臨時学年会を開

かなければいけない場合はどうすればいいのか？そう言う問題が

絡んでくるので学校長も責任を負うべきだと思う。開放をされた

者が譲らない場合など問題が出てくる。 

教育部長       そういう場合は借用の申請書欄に緊急の場合は学校を優先する旨

の文言を設けてもいいと思う。 

近藤委員       利用する側からわかりやすくした方がいいと思う。確認を得ると

は電話でもいいのか？ 

学校教育課長     電話でもよい。 

園田委員       電話の確認は学校長か？学校長と記載されている。学校長が空い

ているのでそれを聞いて教育委員会が許可をするという具合なの

か？ 

太田教育長      学校行事を優先するということなので，学校行事がない場合は社

会体育として使用する。その使用申込ということなので，学校行

事がある場合は学校側が使用可能である。 

教育部長       今は移行段階である。将来は受付も教育委員会でするようになる。 

           数年後には鍵の管理も市職員（嘱託）が行うようになる。現在は

お金と許可のみになっている。 

園田委員       鍵などもすべて教育委員会からということになるのか？ 

教育部長       そうなる。市の非常勤職員でやるようになる。地区体育館はその

ような形でやっている。 

伊豫委員       様式はここにあり，学校で確認をとり，教育委員会に提出するの

か？今までは学校に置いてあったのか？今からは教育委員会に設

置するのか？学校には電話で確認するのか？司書補の人は毎日来

ているのか？来ているのなら，司書補に頼むことはできないか？ 

岩村委員       司書補は仕事内容が違う。勤務時間も１５：３０までと短い。そ

の後に来られた場合はできなくなる。 

伊豫委員       その場合は時間を１５時までの受付とすることでできないか？ 

学校教育課長     様式は今後も学校に設置はする。学校で記入することもできる。

また支所にも設置している。 

太田教育長      この業務を行うことにおいて市の職員でできないか？ということ

の話もした。用務員，司書補の職員しかいないため，将来は市の

職員ですることになると思う。今は変えようとしている段階であ

る。まず学校で確認してもらい，教育委員会で許可を行うという

形になった。 

岩村委員       様式１の空欄に学校長の確認の欄をもうけてはどうか？ 

近藤委員       教育委員会が学校に確認を行えばチェック欄はいらないのではな

いか。 



園田委員       学校長はすぐに確認はできないと思う。 

岩村委員       １つの解決策と思って，確認欄を作ることはできないか？ 

学校教育課長     様式１に確認欄を設けようと思う。 

園田委員       調整委員会を設けたほうが確かだと思う。 

太田教育長      確認欄を入れるということで許可を行う。 

伊豫委員       ７日前は変更なしか？２日前などはいけないか？ 

学校教育課      意識を高めるためにも７日前がいいと思う。 

≪採決≫（原案のとおり） 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

太田教育長      それでは次に議案第５６号を議題といたします。本案について，

学校教育課長から説明願います。 

 

学校教育課長      （提案理由説明） 

教育長        今回は校長・園長が交代された方々が新任として支援委員として 

           委嘱された方を載せてあります。 

（質疑） 

特になし 

≪採決≫（原案のとおり） 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

太田教育長      議案第５７号を議題といたします。本案について生涯活動推進課

長から説明願います。 

生涯活動推進課長    （提案理由説明） 

 

（質疑） 

特になし 

 

≪採決≫（原案のとおり） 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

太田教育長      議案第５８号を議題といたします。本案について給食センター所

長から説明願います。 

給食センター所長     （提案理由説明） 

（質疑） 

特になし 

 

≪採決≫（原案のとおり） 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

太田教育長      議案第５９号を議題といたします。本案について給食センター所

長から説明願います。 



給食センター所長   （提案理由説明） 

（質疑） 

特になし 

 

≪採決≫（原案のとおり） 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

太田教育長      議案第６０号を議題といたします。本案について学校教育課長か

ら説明願います。 

学校教育課長      （提案理由説明） 

（質疑） 

特になし 

 

≪採決≫（原案のとおり） 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

太田教育長    本日の日程は全て終了しましたので，平成３０年６月の定例教育委員

会員会を閉会します。 

― 閉会 ― 

（午前１１時５０分） 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

報告事項 

教育部長   ・第２回市議会定例会について（補正予算，代表質問，一般質問） 

       ・会議内容の周知徹底等について 

生涯活動推進課長 ・サッカーワールドカップ（植田直通選手）応援について 

指導主事   ・学校における問題行動について 

       ・いじめについて 

各課長    ・行事予定表について 

園田委員    いじめ問題の報告について記録を隠蔽したなどの問題があった。大変と

思うが，きちんと残していつでも公開できるようにしていただきたい。 

        子供の安全面について県の通知等や指導方法はあるか？ 

前田指導主事  通知はないが，校長・園長会時に事故防止などの話をしている。 

        また県教育事務所にも報告等は行っている。 

太田教育長   不審者などの報告は適宜学校に通知はしている。 

        各公民館長などに見守り隊の協力をお願いしている。 

岩村議員    いじめは解消したものがあるが，今後の状況を調べていってほしい。 

近藤委員    部活動が社会体育に移行してパワハラ・セクハラ等の研修会ができてい

るか？を今後検討してほしい。 

花園幼稚園の進捗状況について聞きたい。 

学校教育課長  現在仮設園舎で園生活を送っている。平成30年度は新園舎の設計・解体



を行う予定である。プレハブの園舎は来年度までの債務負担で予算を組

んでいる。 

太田教育長   社会体育の研修も生涯活動推進課の方で進めていく。 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

 

議事録署名 

         委員  伊豫 富久 

 

委員  岩村 俊明 


